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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規

定に基づき、2020年７月16日付で提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありました

ので、これを訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告

書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

１．会社分割に関する事項

（３）当該吸収分割の方法及び吸収分割に係る割当の内容その他吸収分割契約の内容

　　④その他の吸収分割契約の内容

　　　　　吸収分割契約書（本吸収分割準備会社A）のうち、承継権利義務明細表の一部

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
　（訂正前）

 
１．資産

本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社の対象事業に属する一切の資産。ただし、

本効力発生日の前日の終了時点における以下に掲げる資産を除く。

（１）以下の流動資産

       ①現預金　本効力発生日における本会社分割により分割会社から承継会社に承継される権利義

務等に関する、負債の帳簿価額から資産の帳簿価額を控除することにより算出され

る金額を控除した残額

②本効力発生日の前日の終了時点において発生している売掛金債権

③棚卸資産（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

④立替金（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑤前払費用（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑥短期貸付金

 
（２）以下の固定資産及び繰延資産

①建物（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ大田中央に関わるもの）

②建物付属設備（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

③土地（ライブラリ大田中央に関わるもの）

④工具器具備品（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑤長期貸付金

⑥保証金（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑦長期前払費用

⑧子会社及び関連会社の株式

⑨その他繰延資産

 
２．負債

本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社が対象事業に関して負担する一切の負債及

び債務。ただし、本効力発生日の前日の終了時点における以下に掲げる負債を除く。

①借入金

②未払金

③前受金（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

④預り金
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⑤未払法人税等

⑥未払消費税等

⑦未払利息

⑧長期未払金（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑨入居者預り金（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に関わるもの）

⑩長期前受金

 
３．労働契約等

ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に係るものを除き、本効力発生日の前日の終了時点に

おいて、分割会社に在籍し、分割会社の対象事業に主として従事する全ての従業員（パートタイ

マーを含む。）と分割会社との間の労働契約に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した

一切の権利義務。

 
４．契約（労働契約等を除く）

ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ上杉に係るものを除き、本効力発生日の前日の終了時点に

おいて有効に存続し、分割会社を当事者として締結された対象事業に関する取引基本契約、入居

契約、介護サービス利用契約、売買契約、賃貸借契約、リース契約、業務委託契約、請負契約そ

の他の一切の契約（対象事業に関する契約のうち、対象事業以外の事業にも関連する契約につい

ては、主として対象事業に関連する部分に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発

生した一切の権利義務。ただし、第１項ただし書及び第２項ただし書に定める資産及び負債に関

する契約、会計監査人との間で締結した監査契約その他の分割会社が引き続き保有する契約に関

する契約上の地位並びにこれらに基づき発生した一切の権利義務を除く。

 
 
　（訂正後）

 
１．資産

本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社の対象事業に属する一切の資産。ただし、

本効力発生日の前日の終了時点における以下に掲げる資産を除く。

（１）以下の流動資産

　　　　①現預金　本効力発生日における本会社分割により分割会社から承継会社に承継される権利務

等に関する、負債の帳簿価額から資産の帳簿価額を控除することにより算出される

金額を控除した残額

②本効力発生日の前日の終了時点において発生している売掛金債権

③棚卸資産（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

④立替金（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑤前払費用（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑥短期貸付金

 
（２）以下の固定資産及び繰延資産

①建物（ライブラリ月寒中央Ⅰ、ライブラリ大田中央に関わるもの）

②建物付属設備（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

③土地（ライブラリ大田中央に関わるもの）

④工具器具備品（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑤長期貸付金

⑥保証金（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑦長期前払費用

⑧子会社及び関連会社の株式
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⑨その他繰延資産

 
２．負債

本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社が対象事業に関して負担する一切の負債及

び債務。ただし、本効力発生日の前日の終了時点における以下に掲げる負債を除く。

①借入金

②未払金

③前受金（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

④預り金

⑤未払法人税等

⑥未払消費税等

⑦未払利息

⑧長期未払金（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑨入居者預り金（ライブラリ月寒中央Ⅰに関わるもの）

⑩長期前受金

 
３．労働契約等

ライブラリ月寒中央Ⅰに係るものを除き、本効力発生日の前日の終了時点において、分割会社

に在籍し、分割会社の対象事業に主として従事する全ての従業員（パートタイマーを含む。）と

分割会社との間の労働契約に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。

 
４．契約（労働契約等を除く）

ライブラリ月寒中央Ⅰに係るものを除き、本効力発生日の前日の終了時点において有効に存続

し、分割会社を当事者として締結された対象事業に関する取引基本契約、入居契約、介護サービ

ス利用契約、売買契約、賃貸借契約、リース契約、業務委託契約、請負契約その他の一切の契約

（対象事業に関する契約のうち、対象事業以外の事業にも関連する契約については、主として対

象事業に関連する部分に限る。）に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利

義務。ただし、第１項ただし書及び第２項ただし書に定める資産及び負債に関する契約、会計監

査人との間で締結した監査契約その他の分割会社が引き続き保有する契約に関する契約上の地位

並びにこれらに基づき発生した一切の権利義務を除く。

 
以上
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